
公立大学法人高知工科大学 第３回経営審議会 議事録

１．日 時 平成 21年 11 月 12 日（木）14：00～15：55

２．場 所 高知工科大学 本館 4階会議室

３．出席委員 岡村 甫、佐久間 健人、瓜生 敏之、清成 忠男、西山 昌男、福田 昌史、

高地 弘泰、関 裕司、筒井 典子、中平 勝也、岡崎 純男、西山 彰一、

横田 英毅、

欠席委員 中澤 卓史、門脇 槙夫、吉村 浩二

出席監事 吉良 正人、西岡 啓二郎

４．議 事

１号議案 平成 22 年度の年度計画に係る重点方針（案）

平成 22 年度の年度計画に係る重点方針（案）［資料 1］について審議を行った結果、重

点方針の主旨は了承された。

なお、重点方針の主旨は変えず文章構成を見直すよう意見があり、文章の再構成を行な

い、この方針と以下の意見に留意して年度計画を策定し、３月の本審議会に提出すること

が確認された。

１）国家資格の取得についても配慮して欲しい。

２）地域連携に重点を置くうえで、行政との関わりが必ずでてくる。行政に人材を輩出す

ることは非常に重要であり、有効な施策である。

３）入学と就職は、一体として取り組むことが大切である。

４）人間力の育成を図って欲しい。

５）授業の質の向上が非常に重要だと考える。

２号議案 平成 22 年度予算編成方針（案）

平成 22 年度予算編成方針（案）［資料 2］について審議を行った結果、編成方針は原案

どおり了承された。

なお、以下の意見があり、予算策定時に留意し、３月の本審議会に予算案を提出するこ

とが確認された。

１）運営費交付金の今後の動向に留意されたい。

３号議案 平成 22年度に適用する給与制度の改正に関する基本方針（案）

平成 22 年度に適用する給与制度の改正に関する基本方針（案）［資料 3］について審議

を行った結果、基本方針は原案どおり了承された。

なお、以下の意見に留意し、３月の経営審議会に具体案を提出することが確認された。

１）制度の見直しにあたっては、職員の理解を得られることが重要である。



４号議案 公立大学法人高知工科大学給与規程の一部改正

公立大学法人高知工科大学給与規程の一部改正［資料 4］について審議を行い、原案ど

おり了承された。

５．報告事項

・高知工科大学教育職員の任期に関する規程改正の報告

10月 7日開催の教育研究審議会において議決した、高知工科大学教育職員の任期に

関する規程の改正［資料 5］について報告があった。

６．その他

１）次回の開催日

平成 22 年 3 月 25 日（木）に開催することが確認された。

２）平成 22 年度の第１回開催日

平成 22 年度の経営審議会は 6月、10月、3月の開催を予定しており、第 1回を 6月 2

日（水）に開催することが決定された。

以上により本日の議事を終了した。


